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忘
れ
ず
に
納
付
し
ま
し
ょ
う
！

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

（
第
３
期
）
と
国
民
健
康
保
険
税

（
第
６
期
）
の
納
期
限
は
、
12
月

26
日
㊊
で
す
。
最
寄
り
の
金
融
機

関
ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

納
期
内
に
納
付
で
き
な
い
事
情
の

あ
る
方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
市
税
等
の
納
付
に
は
、

納
め
忘
れ
の
な
い
安
心
で
確
実
な

口
座
振
替
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

問
収
税
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
８
、
Ｆ
⒇
１
６
０
９

六
斎
市
＆
歳
末
マ
ル
シ
ェ
を
開
催

地
元
で
採
れ
た
新
鮮
な
農
産
物

の
展
示
販
売
等
を
行
う
、
六
斎
市

＆
歳
末
マ
ル
シ
ェ
を
開
催
し
ま
す
。

お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、
ぜ
ひ
お

越
し
く
だ
さ
い
。

12
月
24
日
㊏
９
時
～
14
時
／
会

場
＝
昌
平
町
通
り
／
内
容
＝
地
元

農
産
物
の
販
売
や
、
各
分
野
の
職

人
、
料
理
人
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に

よ
る
食
文
化
紹
介
や
ア
ー
ト
等
の

展
示
販
売
／
主
催
＝
茂
原
六
斎
市

再
活
性
化
協
議
会

問
農
政
課
（
６
階
）

☎
⒇
１
５
２
６
、
Ｆ
⒇
１
６
０
４

平
成
28
年
度

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
を
開
催
し
ま
す

市
と
一
般
財
団
法
人
地
域
社
会

ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
協
会
は
、
専
門
的

知
識
や
人
生
経
験
を
生
か
し
た
シ

ニ
ア
層
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の

推
進
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
り
、

地
域
防
災
力
向
上
に
向
け
た
即
戦

力
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
だ
く
こ

と
を
目
指
し
、
講
演
会
を
開
催
し

ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

平
成
29
年
１
月
21
日
㊏
13
時
～

16
時
（
開
場
12
時
30
分
～
）／
場

所
＝
東
部
台
文
化
会
館
／
演
題
＝

「
災
害
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
～
相
次

ぐ
災
害
救
援
の
現
場
か
ら
～
」／

講
師
＝
栗
田
暢の

ぶ
ゆ
き之

氏
（
認
定
特
定

非
営
利
活
動
法
人
レ
ス
キ
ュ
ー
ス

ト
ッ
ク
ヤ
ー
ド
代
表
理
事
）／
定

員
＝
３
０
０
人
（
先
着
順
）／
申

込
方
法
＝
氏
名
・
電
話
番
号
を
明

記
の
上
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
郵
送
で

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
／
申
込
締

切
＝
平
成
29
年
１
月
16
日
㊊

問
総
務
課
防
災
対
策
室
（
４
階
）

〒
２
９
７-

８
５
１
１

茂
原
市
道
表
１
番
地

☎
⒇
１
５
１
９
、
Ｆ
⒇
１
６
０
2

障
害
年
金
を
ご
存
知
で
す
か
？

障
害
の
あ
る
方
が
次
の
３
つ
の

要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
場

合
は
、
障
害
基
礎
年
金
や
障
害
厚

生
年
金
を
受
給
で
き
ま
す
。

①
年
金
制
度
加
入
中
に
初
診
日
が

あ
る
こ
と

※
初
診
日
に
加
入
し
て
い
た
年
金

制
度
に
よ
り
手
続
き
先
が
異
な

り
ま
す
。
初
診
日
が
20
歳
前
ま

た
は
60
歳
か
ら
65
歳
ま
で
の
年

金
未
加
入
期
間
中
の
方
は
障
害

基
礎
年
金
の
対
象
で
す
。

②
一
定
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
こ
と

③
保
険
料
納
付
要
件
を
満
た
し
て

い
る
こ
と

障
害
年
金
を
受
け
る
に
は
、
本

人
ま
た
は
ご
家
族
に
よ
る
請
求
手

続
き
が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
、

次
の
手
続
先
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
手
続
き
先
】

・
障
害
基
礎
年
金
…
国
保
年
金
課

（
第
３
号
被
保
険
者
期
間
に
初

診
日
の
あ
る
方
は
年
金
事
務
所
）

・
障
害
厚
生
年
金
…
年
金
事
務
所

※�

障
害
者
手
帳
と
障
害
年
金
の
等

級
は
判
断
基
準
が
異
な
り
ま
す
。

ま
た
、
障
害
者
手
帳
の
交
付
を

受
け
て
い
て
も
障
害
年
金
は
受

け
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

問
国
保
年
金
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
３
、
Ｆ
⒇
１
６
０
０

問
千
葉
年
金
事
務
所

☎
０
４
３
（
２
４
２
）
６
３
２
０

国
民
年
金
の
納
付
は
、

お
近
く
の
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
！

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
は
、

日
本
年
金
機
構
か
ら
送
ら
れ
て
く

る
納
付
書
で
、
お
近
く
の
金
融
機

関
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な

ど
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
口
座
振
替
な
ら
銀
行
や

郵
便
局
な
ど
で
一
度
手
続
き
す
る

だ
け
で
、
あ
な
た
の
預
（
貯
）
金

口
座
か
ら
自
動
的
に
納
め
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

口
座
振
替
の
手
続
き
は
、
①
年

金
手
帳
ま
た
は
納
付
書
、
②
預
金

通
帳
、
③
通
帳
届
出
の
印
鑑
を
ご

用
意
の
上
、
口
座
を
お
持
ち
の
金

融
機
関
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。な

お
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に

よ
る
支
払
い
方
法
も
あ
り
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
、「
国
民
年
金
保

険
料
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
申

出
書
」
の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
、
お
近
く
の
年
金
事
務
所

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
国
保
年
金
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
３
、
Ｆ
⒇
１
６
０
０

「
こ
い
の
ぼ
り
」
寄
付
の
お
願
い

レ
イ
ク
ウ
ッ
ズ
ガ
ー
デ
ン
ひ
め

は
る
の
里
の
「
こ
い
の
ぼ
り
」
は
、

皆
さ
ん
か
ら
の
寄
贈
品
を
大
切
に

使
用
し
て
い
ま
す
。

ご
家
庭
に
眠
っ
て
い
る
「
こ
い
の

ぼ
り
」
を
泳
が
せ
て
み
ま
せ
ん
か
？

問
レ
イ
ク
ウ
ッ
ズ
ガ
ー
デ
ン�

ひ
め
は
る
の
里

☎
�
５
２
６
６

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ
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